
政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約を締結するにあたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第

１６号）第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山

市契約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定によ

り公表する。 

  令和元年９月３日 

富山市長  森  雅 志 

 １ 随意契約の内容 

  (1) 件名 

  金草第一古窯跡除草及び樹木伐採等業務委託 

  (2) 提供を受ける役務の内容 

    金草第一古窯跡（県指定史跡）の道路及び駐車場（一部）に面してい

る部分の除草と樹木伐採 

  (3) 役務の提供を受ける期間 

    契約締結日から令和元年９月３０日まで 

 ２ 契約の相手方の選定基準 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するシルバー人材

センターであって、富山市内に所在していること。 

 ３ 契約の相手方の決定方法 

   契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であるか

確認し、契約する。 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

  (1) 提出期限 

    令和元年９月６日 

  (2) 提出先 

    埋蔵文化財センター 



政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約を締結するにあたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第

１６号）第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山

市契約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定によ

り公表する。 

  令和元年９月１０日 

富山市長  森  雅 志 

 １ 随意契約の内容 

  (1) 件名 

  八尾健康福祉総合センター施設管理業務 

  (2) 提供を受ける役務の内容 

    八尾健康福祉総合センターの施設管理、清掃等 

    黒田分館施設管理、清掃等 

  (3) 役務の提供を受ける期間 

    令和元年１０月 1日から令和２年３月３１日まで 

 ２ 契約の相手方の選定基準 

   地方自治法施行令第１６７条の２第 1 項第３号に該当するシルバー人材セン

ターであって、富山市内に所在していること。 

 ３ 契約の相手方の決定方法 

   契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であるか確認

し、契約する。 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

  (1) 提出期限 

    令和元年９月２６日 

  (2) 提出先 

    八尾行政サービスセンター地域福祉課 



政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 富山市が、公益社団法人シルバー人材センターから役務の提供を受ける契約

を締結するにあたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山市契約規

則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定により公表す

る。 

  令和元年９月１０日 

富山市長  森  雅 志 

 １ 随意契約の内容 

  (1) 件名 

  シルバーアテンダント業務委託 

  (2) 提供を受ける役務の内容 

    「まいどはやバス」車内での安全乗車の声掛け等 

  (3) 役務の提供を受ける期間 

    令和元年１０月１日から令和２年３月３１日まで 

 ２ 契約の相手方の選定基準 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するシルバー人材

センターであって、富山市内に所在していること。 

 ３ 契約の相手方の決定方法 

   契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であるか

確認し、契約する。 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

  (1) 提出期限 

    令和元年９月１７日 

  (2) 提出先 

    活力都市創造部中心市街地活性化推進課 



政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 富山市が、シルバー人材センターから役務の提供を受ける契約を締結するに

あたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条

の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山市契約規則（平成１

７年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定により公表する。 

  令和元年９月１１日 

富山市長  森  雅 志 

 １ 随意契約の内容 

  (1) 件名  

      婦中地域駅前自転車駐車場指導・整理業務委託 

  (2) 提供を受ける役務の内容 

      自転車駐車場内の自転車駐車指導、整理 

  (3) 役務の提供を受ける期間 

      令和元年１０月１日から令和２年３月３１日まで 

 ２ 契約の相手方の選定基準 

    地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するシルバー人

材センターであって、富山市内に所在していること。   

 ３ 契約の相手方の決定方法 

    契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内である

か確認し、契約する。 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

  (1) 提出期限 

     令和元年９月１１日 

  (2) 提出先 

     婦中行政サービスセンター 市民生活課 地域生活係 



政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 富山市が、シルバー人材センターから役務の提供を受ける契約を締結するに

あたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条

の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山市契約規則（平成１

７年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定により公表する。 

  令和元年９月１１日 

富山市長  森  雅 志 

 １ 随意契約の内容 

  (1) 件名  

    婦中地域駅前公衆トイレ及び自転車駐車場清掃業務委託 

  (2) 提供を受ける役務の内容 

      各駅前公衆トイレ及び速星駅前自転車駐車場の清掃 

  (3) 役務の提供を受ける期間 

      令和元年１０月１日から令和２年３月３１日まで 

 ２ 契約の相手方の選定基準 

    地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するシルバー人

材センターであって、富山市内に所在していること。   

 ３ 契約の相手方の決定方法 

    契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内である

か確認し、契約する。 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

  (1) 提出期限 

     令和元年９月１１日 

  (2) 提出先 

     婦中行政サービスセンター 市民生活課 地域生活係 



政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約を締結するにあたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第

１６号）第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山

市契約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定によ

り公表する。 

  令和元年９月１８日 

富山市長  森  雅 志 

１ 随意契約の内容 

(1) 件名 

  大山地域市有地草刈業務委託（２回目） 

(2) 提供を受ける役務の内容 

    委託対象箇所の除草及び集草作業を行う。 

(3) 役務の提供を受ける期間 

    令和元年１０月１日から令和元年１０月３１日まで 

２ 契約の相手方の選定基準 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するシルバー人材

センターであって、富山市内に所在していること。 

３ 契約の相手方の決定方法 

   契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であるか 

  確認し、契約する。 

４ 見積書の提出期限及び提出先 

(1) 提出期限 

    令和元年１０月１日 

(2) 提出先 

    財務部管財課



政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約を締結するにあたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第

１６号）第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山

市契約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定によ

り公表する。 

  令和元年９月１８日 

富山市長  森  雅 志 

 １ 随意契約の内容 

  (1) 件名 

  男女共同参画社会づくり作文コンクール賞状筆耕料 

  (2) 提供を受ける役務の内容 

    賞状書き 

  (3) 役務の提供を受ける期間 

    令和元年１０月１０日から令和元年１０月３０日まで 

 ２ 契約の相手方の選定基準 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するシルバー人材

センターであって、富山市内に所在していること。 

 ３ 契約の相手方の決定方法 

   契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であるか

確認し、契約する。 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

  (1) 提出期限 

    令和元年１０月９日 

  (2) 提出先 

    市民生活部 男女参画・市民協働課 



政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 富山市が、公益社団法人 富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約を締結するにあたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第

１６号）第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山

市契約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条第２項第２号の規定に

より公表する。 

  令和元年９月１９日 

富山市長  森  雅 志 

 １ 随意契約の内容 

  (1) 件名 

   大山地域地区コミュニティセンター管理業務委託（下半期） 

(2) 提供を受ける役務の内容 

   大山地域地区コミュニティセンターの管理 

(3) 役務の提供を受ける期間 

   令和元年１０月１日から令和２年３月３１日まで 

 ２ 契約の相手方の選定基準 

  地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するシルバー人材セ

ンターであって、富山市内に所在していること。 

 ３ 契約の相手方の決定方法 

  契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であるか確

認し、契約する。 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

  (1) 提出期限 

   令和元年９月２４日 午後３時

  (2) 提出先 

   市民生活部市民生活相談課 



政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 富山市が、公益社団法人 富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約を締結するにあたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第

１６号）第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山

市契約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条第２項第２号の規定に

より公表する。 

  令和元年９月２５日 

富山市長  森  雅 志 

 １ 随意契約の内容 

  (1) 件名 

   婦中地域市立公民館・笹倉地区コミュニティセンター清掃業務委託 

(2) 提供を受ける役務の内容 

   婦中地域市立公民館・笹倉地区コミュニティセンターの管理 

(3) 役務の提供を受ける期間 

   令和元年１０月１日から令和２年３月３１日まで 

 ２ 契約の相手方の選定基準 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するシルバー人材

センターであって、富山市内に所在していること。 

 ３ 契約の相手方の決定方法 

   契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であるか

確認し、契約する。 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

  (1) 提出期限 

   令和元年９月３０日 午後２時

  (2) 提出先 

   市民生活部市民生活相談課 



政策目的随意契約の締結について（契約前公表）

 富山市が、シルバー人材センターから役務の提供を受ける契約を締結するに

あたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条

の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山市契約規則（平成１

７年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定により公表する。

  令和元年９月２６日

                  富山市長  森  雅 志

 １ 随意契約の内容

(1) 件名 

    富山市細入総合福祉センター清掃業務委託（下半期）

(2) 提供を受ける役務の内容 

    富山市細入総合福祉センターの清掃業務 

(3) 役務の提供を受ける期間 

    令和元年１０月１日から令和２年３月３１日まで

 ２ 契約の相手方の選定基準

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するシルバー人材

センターであって、富山市内に所在していること。

 ３ 契約の相手方の決定方法

   契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であるか

確認し、契約する。

 ４ 見積書の提出期限及び提出先

(1) 提出期限 

    令和元年１０月１日

(2) 提出先 

    大沢野行政サービスセンター地域福祉課



政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 富山市が、公益社団法人 富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約を締結するにあたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第

１６号）第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山

市契約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条第２項第２号の規定に

より公表する。 

  令和元年９月２６日 

富山市長  森  雅 志 

 １ 随意契約の内容 

  (1) 件名 

   八尾ふらっと館日常清掃業務委託 

(2) 提供を受ける役務の内容 

   八尾ふらっと館の日常的な清掃 

(3) 役務の提供を受ける期間 

   令和元年１０月１日から令和２年３月３１日まで 

 ２ 契約の相手方の選定基準 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するシルバー人材

センターであって、富山市内に所在していること。 

 ３ 契約の相手方の決定方法 

   契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であるか

確認し、契約する。 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

  (1) 提出期限 

   令和元年９月３０日 午後５時

  (2) 提出先 

   市民生活部市民生活相談課 



政策目的随意契約の締結について（契約前公表）

富山市がシルバー人材センターから役務の提供を受ける契約を締結するにあ

たり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山市契約規則（平成１７

年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定により公表する。

令和元年 ９月 ２７日

富山市長  森  雅 志

１ 随意契約の内容

（１）件名

富山市婦中行政サービスセンター庁舎管理業務委託

（２）提供を受ける役務の内容

庁舎冷暖房器の維持管理、庁舎内外の環境美化業務、井水・水道水の  

管理など

（３）役務の提供を受ける期間

令和元年１０月１日から令和２年３月３１日まで

２ 契約の相手方の選定基準

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するシルバー人材セ

ンターであって、富山市内に所在していること。

３ 契約の相手方の決定方法

契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であるか確認

し、契約する。

４ 見積書の提出期限及び提出先

（１）提出期限

令和元年１０月１日

（２）提出先

婦中行政サービスセンター総務課


